
１．件 名：新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換（東海第二（５６）） 

２．日 時：平成２９年１２月１３日 １７時００分～１７時３０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階企画課横会議卓 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

  （新基準適合性審査チーム） 

山口安全管理調査官、田尻安全審査官、津金安全審査官、穗藤保安規定係長 

 

  事業者： 

日本原子力発電株式会社：福山執行役員 発電管理室室長（許認可担当） 

他３名 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性の審査の

うち「９条 溢水による損傷の防止等」への対応について、以下の説明があった。 

○ 施設定期検査期間中の使用済燃料プール、原子炉ウェル及びドライヤセパレ

ータプール（以下「使用済燃料プール等」という。）のスロッシングによる

溢水量の解析の結果は、工事計画認可申請の審査において説明する方針とし

ていた。当該解析は年度内に完了する予定。 

 

（２）原子力規制庁から、使用済燃料プール等のスロッシングの解析結果は、溢水防護

の成立性の確認に必要であり、結果次第では火災防護上の措置に影響する可能性

もあるため、工事計画認可申請ではなく設置変更許可申請の審査において提示す

るよう求めた。また、時間を要する解析については、計画的に対応するよう伝え

た。 

 

（３）日本原子力発電から、了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

 提出資料：なし 


